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この参考資料に記載されている内容は、一定の条件下で開発を行う場合

の、作成時点での調査において把握できた工法、金額等を示したものを、東

山田・谷貝地区の募集の参考資料として提供するものです。記載されている

工法や金額を古河市で保証するものではありません。実際の開発事業費は、

それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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第１章.土地利用計画 

 

１．道路の考え方 

区域内の幹線道路は、地方道結城野田線とする。 

幹線道路の幅員については、主要地方道結城野田線は整備済みであるため整備された幅員によるものと

する。 

補助幹線道路は、幹線道路と区画道路を連絡する道路として、幅員 10.5ｍと計画する。 

■主要地方道結城野田線 

 

 

 

 

■補助幹線道路 10.5m  

 

 

 

 

２．公園・緑地の考え方 

（1）公園・緑地の考え方 

公共施設により確保すべき公園・緑地の設置については、「開発行為の技術基準（茨城県）」における

開発規模別の基準に従って設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【検討案Ⅲ】区分案 4% 10ｍ

備考

面積 個所 面積 幅 地区外

東側エリア 8.5ha 0.34ha 0.25ha 1個所 0.09ha 幅4.5m 道路5.5ｍ

西側エリア 11.6ha 0.46ha 0.25ha 1個所 0.21ha 幅3.0ｍ 道路7.0ｍ

計 20.1ha 0.80ha 0.50ha 2個所 0.30ha －

エリア エリア面積
公園・緑地

規模

公園 緩衝帯

■開発区域内の公園の設置基準

開発規模

人口１人当たり

公園・緑地・広場

開発面積に対する公園

・緑地・広場の割合

開発面積に対する

公園面積の割合

（住宅開発に限る）

公園規模及び箇所数

0.3ha以上1.5ha未満

1.5ha以上5.0ha未満
400㎡以上が

１箇所以上

5.0ha以上10.0ha未満
1,000㎡以上が

１箇所以上

10.0ha以上20.0ha未満
2,500㎡以上が

１箇所以上

20.0ha以上50.0ha未満 5㎡以上 5％以上
2,500㎡以上が

２箇所以上

50.0ha以上 6㎡以上 6％以上

2,500㎡以上が

３箇所以上

20,000㎡以上が

１箇所以上

出典：茨城県宅地開発関係資料集≪技術基準及びその他編≫

4㎡以上

3％以上

4％以上

3％以上

10.5

2.5 1.0ｍ 1.0ｍ 6.0

歩道 路肩 路肩 車道 

16.0ｍ 

4.0ｍ 1.0ｍ 1.0ｍ 6.0ｍ 

歩道 路肩 

4.0ｍ 

路肩 車道 歩道 

開発区域 開発区域 

開発区域は、県道の法面を

含めることで計画する。 

東山田・谷貝地区 

区域Ａ（東側エリア） 

区域Ｂ（西側エリア） 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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（2）緩衝帯の考え方 

立地企業の敷地において、都市計画法及び工場立地法に基づく緑地条件を満たすよう誘導する。 

都市計画法における緩衝帯は、公共用地として計画する方針とし、工場立地法における緑地は、産業用

地における企業内敷地において適切に配置誘導することを基本とする。 

 

■都市計画法施行令第 28 条の 3、都市計画法施行規則第 23 条の 3  

面積 緩衝帯の幅員 備 考 

1.0ha 以上 1.5ha 未満 4.0ｍ  

※ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、

緑地、河川等に隣接する部分については、その規模

に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置

しないことができる。 

1.5ha 以上 5.0ha 未満 5.0ｍ 

5.0ha 以上 15.0ha 未満 10.0ｍ 

15.0ha 以上 25.0ha 未満 15.0ｍ 

25.0ha 以上 20.0ｍ 

    

■工場立地法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本地区における緩衝帯の考え方としては、以下の計画方針とする。 

 

 

 

  

①対象工場 

 (1)業種：製造業、電気・ガス・熱供給業 

 (2)規模：敷地面積 9,000 ㎡または建築面積 3,000 ㎡以上  

②主な届出内容届出関係 

(1)生産施設面積率（工場敷地面積に占める生産施設面積の割合）業種別に 30～65％ 

(2)緑地面積率（工場敷地面積に占める緑地面積の割合）20％以上 

(3)環境施設面積率（工場敷地面積に占める環境施設面積の割合）25％以上（※） 

(4)環境施設の敷地周辺部への配置 15％以上 

（※）環境施設とは、緑地および緑地以外の環境施設（屋外運動場、公園など）を合わせた表現である。 

東側エリア：地区東側については、地区外水路（幅員約 8ｍ）及び地区外道路（幅員約 6ｍ）

であり、合計約 14ｍの幅となることから、緩衝帯は設けない方針とする。 

地区北側については、地区外道路（幅員約 5.5ｍ）であることから、地区内に幅 4.5

ｍの緩衝帯を計画する方針とする。 

西側エリア：地区北側については、公園を計画することから、緩衝帯は設けない方針とする。 

地区南側については、調整池を計画することから、緩衝帯は設けない方針とする。 

地区西側については、地区外道路（幅員約 7ｍ）であることから、地区内に幅 3.0ｍ

の緩衝帯を計画する方針とする。 

なお、本地区が工業・工業専用地域又は重点促進区域となった場合には、古河市工場立地法地域準則条例に

より、緑地面積率及び環境施設面積率を以下のように適用することとなる。 

区域 緑地面積率 環境施設面積率 

工業・工業専用地域 5％以上 10％以上 

重点促進区域 10％以上 15％以上 

 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

区域A 

区域B 
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３．排水施設の考え方 

雨水排水処理については、地区内の下流部に配置計画する調整池により流量を調整し、地区内の排水

を経て、地区外の流末排水路へ排水する。 

調整池の規模については、流末排水路の比流量（単位流域面積当たりの流量）により算定することとな

るが、現時点では、詳細な流末排水路の条件等が確定していないことから、今回は、他地区の事例における

調整池面積割合（高い事例を参考に、候補地面積の概ね 8％程度）により設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．供給処理施設の考え方 

（1）下水道（汚水）計画 

１企業が立地する工業団地の場合には、河川水濁があった際でも、原因者が特定することから「合併浄

化槽」とすることは可能であると考えられる。東山田・谷貝地区は、20ha 以上の一団のまとまった土地であり、

将来的には市街化区域への編入が見込まれるが、現状では下水道の認可区域には含まれていまいため、こ

の検討資料では、下水道整備などは積算に含めないこととする。 

なお、今後の地区計画等の協議において、何らかの方向性が示されるものと考える。 

（2）上水道計画 

本地区の上水道は、地区を横断する既存道路以外に上水道が敷設されていないことから、上水道計画に

ついては、前提となる供給能力を把握した上で、本地区への供給可能能力を踏まえ、適切な水道管の配置

を検討する必要がある。周辺の排水管状況などから、水道事業者から示された東山田・谷貝地区全域への

給水量の上限は、一日当たり 300m3 とされた。 

（3）工業用水 

現在の工業用水道の配水管状況では、利用できる状況にない。 

  

No 地区名
地区面積

（ha）

調整池面積

（ha）

割合

（％）
備考

1
仁連地区

（古河市）
19.0 0.9 4.7%

・市街化調整区域地区計画による開発行為

・主な土地利用現況は、山林

2
境古河IC周辺地区

（境町）
24.6 2.0 8.1%

・市街化編入による土地区画整理事業

・主な土地利用現況は、畑

3
上山川北部地区

（結城市）
15.5 1.2 7.7%

・市街化編入による土地区画整理事業

・主な土地利用現況は、畑及び水田

4
常総IC周辺地区

（常総市）
30.7 1.6 5.2%

・市街化編入による土地区画整理事業

・主な土地利用現況は、水田

5
福岡地区

（つくばみらい市）
31.5 2.4 7.6%

・市街化編入による土地区画整理事業

・主な土地利用現況は、山林及び畑

121.3 8.1 6.7% 　4.7%～8.1％計

■他地区の参考事例 

エリア別の調整池規模設定 8%

集水面積 調整池規模

東エリア 8.5ha 0.68ha

西エリア 11.6ha 0.93ha

計 20.1ha 1.61ha

エリア

検討案Ⅲ

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

東山田･谷貝 

地区 

区域Ａ 

区域Ｂ 
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５．土地利用計画案 

区域に隣接する道路や水路を区域から除外し、極力最小規模の区域を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概ね 20ha をさらに都市計画道路で区分した案 

 

【計画概要】 

●道路計画は、主要地方道結城野田

線（幅員 16ｍ）を幹線道路とし、補

助幹線道路（幅員 10.5ｍ）を計画

する。 

●調整池は、地区面積の約 8％を計画

する。 

●公園・緑地は、地区面積の4％を計画

する。 

●産業用地としては、区域 A 東側エリア

約 7.3ha、区域 B 西側エリア約

10.0ha を計画する。 

■土地利用計画表 検討案Ⅲ（区分案） 東側エリア

幅員 延長 面積 割合

16.0ｍ 0 0 0.0%

法面 0 1,310 1.5%

補助幹線道路 10.5ｍ 46 490 0.6%

区画道路 8.0ｍ 0 0 0.0%

46 1,800 2.1%

0 0.0%

6,800 8.0%

6,800 8.0%

2,470 2.9%

920 1.1%

3,390 4.0%

11,990 14.2%

72,670 85.8%

72,670 85.8%

84,660 100.0%

公

共

用

地

道

路

幹線道路

小計

水路

調整池

小計

公園

緑地

小計

計

産業用地

計

合計

■土地利用計画表 検討案Ⅲ（区分案） 西側エリア

幅員 延長 面積 割合

16.0ｍ 0 0 0.0%

法面 0 1,350 1.2%

補助幹線道路 10.5ｍ 0 0 0.0%

区画道路 8.0ｍ 0 0 0.0%

0 1,350 1.2%

0 0.0%

9,280 8.0%

9,280 8.0%

2,530 2.2%

2,100 1.8%

4,630 4.0%

15,260 13.2%

100,400 86.8%

100,400 86.8%

115,660 100.0%

公

共

用

地

道

路

幹線道路

小計

水路

調整池

計

合計

小計

公園

緑地

小計

計

産業用地

土地利用計画  区域Ｂ（西側エリア） 

土地利用計画  区域Ａ（東側エリア） 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■東山田・谷貝地区 区域 A 東側エリア 土地利用計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

緩衝緑地（Ｗ約 4.5ｍ） 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■東山田・谷貝地区 区域 A 西側エリア 土地利用計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩
衝

緑
地

（
Ｗ

約
3
.0

ｍ
）

 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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第２章.概算事業費の積算 

1.概算事業費について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 区域 A 東側エリア 区域Ｂ 西側エリア 

東山田・谷貝地区 概算事業費 約８.７億円 概算事業費 約１３.５億円 

 

■土地利用計画表 検討案Ⅲ（区分案） 東側エリア

幅員 延長 面積 割合

16.0ｍ 0 0 0.0%

法面 0 1,310 1.5%

補助幹線道路 10.5ｍ 46 490 0.6%

区画道路 8.0ｍ 0 0 0.0%

46 1,800 2.1%

0 0.0%

6,800 8.0%

6,800 8.0%

2,470 2.9%

920 1.1%

3,390 4.0%

11,990 14.2%

72,670 85.8%

72,670 85.8%

84,660 100.0%

公

共

用

地

道

路

幹線道路

小計

水路

調整池

小計

公園

緑地

小計

計

産業用地

計

合計

■土地利用計画表 検討案Ⅲ（区分案） 西側エリア

幅員 延長 面積 割合

16.0ｍ 0 0 0.0%

法面 0 1,350 1.2%

補助幹線道路 10.5ｍ 0 0 0.0%

区画道路 8.0ｍ 0 0 0.0%

0 1,350 1.2%

0 0.0%

9,280 8.0%

9,280 8.0%

2,530 2.2%

2,100 1.8%

4,630 4.0%

15,260 13.2%

100,400 86.8%

100,400 86.8%

115,660 100.0%

公

共

用

地

道

路

幹線道路

小計

水路

調整池

計

合計

小計

公園

緑地

小計

計

産業用地

土地利用計画  区域Ａ（東側エリア） 

土地利用計画  区域Ｂ（西側エリア） 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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概算事業の算定 

 
     

 

区分 
開発前 開発後 

備考 
 面積(㎡) 割合(%) 面積(㎡) 割合(%) 

 道路 7,630 9.0 1,800 2.1 幹線道路法面 1,310㎡含む  

 公園 0 0.0 2,470 2.9   

 緑地 0 0.0 920 1.1   

 調整池 0 0.0 6,800 8.0   

 水路 1,601 1.9 0 0.0   

 その他 0 0.0 0 0.0   

 市有地 943 1.1 0 0.0   

 民有地 74,486 88.0 0 0.0   

 産業用地   0.0 72,670 85.9   

 合計 84,660 100.0 84,660 100.0   

 

 

支出内訳       

 区分 数量 単価(円) 工事費(千円) 備考 

 道路整備 10.5ｍ 46 ｍ 160,000 7,360   

 公園整備 2,470 ｍ2 3,000 7,410   

 緑地整備 920 ｍ2 3,000 2,760   

 水路整備 0 ｍ2 － 0   

 調整池整備 6,800 ｍ2 18,000 122,400   

 雨水整備      

 下水道整備      

 上水道整備      

 

宅地整地 

土工 121,520 ｍ3 600 72,912   

 購入土 121,127 ｍ3 3,800 460,283   

 トレンチ処理 84,660 ｍ2 274 23,197   

 その他工事費 工事費割合 20% 139,264   

 調査設計費 工事費割合 5% 41,779   

 用地費       

 利子       

 合計       877,365   

  支出内訳は、一定の条件下で開発を行う場合の数量や金額を参考に示したものです。この表

の内容を古河市が保証するものではありません。実際の開発事業費は、それぞれの企業におい

て、計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

 

  

今回の積算に含めない 

今回の積算に含めない 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

土地利用計画 区域 A 東側エリア 



10 

 

 
     

 

区分 
開発前 開発後 

備考 
 面積(㎡) 割合(%) 面積(㎡) 割合(%) 

 道路 5,612 4.9 1,350 1.2 幹線道路法面 1,350㎡含む 

 公園   0.0 2,530 2.2   

 緑地 0 0.0 2,100 1.8   

 調整池 0 0.0 9,280 8.0   

 水路 3,381 2.9 0 0.0   

 その他 0 0.0 0 0.0   

 市有地 167 0.1 0 0.0   

 民有地 106,500 92.1 0 0.0   

 産業用地 0 0.0 100,400 86.8   

 合計 115,660 100.0 115,660 100.0   

 

支出内訳       

 区分 数量 単価(円) 工事費(千円) 備考 

 道路整備 －   ｍ   0   

 公園整備 2,530 ｍ 3,000 7,590   

 緑地整備 2,100 ｍ2 3,000 6,300   

 水路整備 0 ｍ2 － 0   

 調整池整備 9,280 ｍ2 18,000 167,040   

 雨水整備      

 下水道整備      

 上水道整備      

 

宅地整地 

土工 192,788 ｍ3 600 115,673   

 購入土 196,543 ｍ3 3,800 746,863   

 トレンチ処理 115,660 ｍ2 274 31,691   

 その他工事費 工事費割合 20% 215,031   

 調査設計費 工事費割合 5% 64,509   

 用地費       

 利子       

 合計       1,354,697   

  支出内訳は、一定の条件下で開発を行う場合の数量や金額を参考に示したものです。この表

の内容を古河市が保証するものではありません。実際の開発事業費は、それぞれの企業におい

て、計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

 

  

今回の積算に含めない 

今回の積算に含めない 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

土地利用計画 区域Ｂ 西側エリア 
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（2）条件整理 

①整備単価 

・開発行為の設定単価は以下に示すとおりである。 

・供給処理施設は、開発行為の区域外となることから別途整備とする。 

・宅地整地費は、土工及び購入土（運搬含）、トレンチ処理を見込み、地盤改良費は見込まない。 

（地盤改良費は、地質調査を実施して必要な対策を実施する必要がある。） 

・実際は、土地改良区の除外金及び霞ヶ浦用水の除外金が必要であるが、必要額が未定のため、今回

は見込まない。 

・トレンチ処理は、P13 のケース 1 を採用する。（※モミガラを産業廃棄物として処理した場合の見積もり

は、県南、県西地区の５社に依頼したが、「取り扱っていない」、「実施段階でない」などの理由で提示

してもらえなかった。） 

 

 

■積算の設定単価     

 区分 単位 数量 単価(円) 備考 

 

道路整備 

16.0ｍ 円/ｍ 整備済みのため計上しない －   

 12.0ｍ 円/ｍ 整備済みのため計上しない －   

 10.5ｍ 円/ｍ 道路延長 160,000   

 8.0ｍ 円/ｍ － 120,000   

 公園整備 円/ｍ2 公園面積 3,000   

 緑地整備 円/ｍ2 緑地面積 3,000   

 水路整備 円/ｍ2 整備済みのため計上しない －   

 調整池整備 円/ｍ2 調整池面積 18,000   

 雨水整備 円/ｍ 今回の積算に含めない 160,000   

 下水道整備（幹線） 円/ｍ 今回の積算に含めない 300,000   

 下水道整備（枝管） 円/ｍ 今回の積算に含めない 60,000   

 上水道整備 円/ｍ 今回の積算に含めない 60,000   

 

宅地整地 

土工 円/ｍ3 盛土量＋切土量 600   

 購入土 円/ｍ3 運搬土量 3,800 運搬費を含む 

 トレンチ処理 円/ｍ2 産業用地面積 274 トレンチの撤去について参照 

 その他工事費 工事費割合 工事費割合 20%   

 調査設計費 工事費割合 工事費割合 5%   

 用地費   今回の積算に含めない     

 利子   今回の積算に含めない     

 設定単価は、作成時点で把握できた単位ごとの参考金額となります。この金額を古河市が保証す

るものではありません。実際の開発事業費は、それぞれの企業において、計画する内容に合わせ

適切に積算してください。 

 

  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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2.浸透トレンチの撤去について 

（1）条件整理 

 ・概算事業費の算定は、100ｍ☓100ｍ＝1ha をモデルとして算出する。 

 ・浸透トレンチの設置間隔は、事例資料より 9ｍ間隔で配置する。 

 ・撤去方法は、①曝気乾燥後、一般盛土材として敷均し・締固めを行う場合、②曝気乾燥後、幅2ｍの

範囲でスタビライザにより混合攪拌した場合、③曝気乾燥後、幅 2ｍの範囲でスタビライザにより安定

処理した場合の 3 ケースを想定する。 

   

  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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（2）検討結果 

 

 

ケース１ 

曝気乾燥後、一般盛り土

材と共に敷均し・締固めを

行った場合 

ケース２ 

曝気乾燥後、幅 2ｍの範

囲でスタビライザにより混合

攪拌した場合 

ケース３ 

曝気乾燥後、幅 2ｍの範囲

でスタビライザにより安定処理

した場合 

施工内容  

①床掘 

②排水管撤去 

③曝気乾燥 

④埋戻し材 

⑤埋戻し 

⑥敷き均し・締め固め 

⑦排水管処分 

⑧砕石運搬 

⑨砕石処分 

①床掘 

②排水管撤去 

③曝気乾燥 

④埋戻し材 

⑤埋戻し 

⑥撹拌混合・締め固め 

⑦排水管処分 

⑧砕石運搬 

⑨砕石処分 

①床掘 

②排水管撤去 

③曝気乾燥 

④埋戻し材 

⑤埋戻し 

⑥安定処理（※） 

⑦排水管処分 

⑧砕石運搬 

⑨砕石処分 

概算事業費 1,519 千円/ha（直工） 

※地区面積を 20ha として

場合 20ha☓1,519 千円

/ha☓経費率（1.8）＝

54,684 千円 

単価：274 円/㎡ 

2,568 千円/ha（直工） 

※地区面積を 20ha として

場合 20ha☓2,568 千円

/ha☓経費率（1.8）＝

92,448 千円 

単価：462 円/㎡ 

7,566 千円/ha（直工） 

※地区面積を20haとして場

合20ha☓7,566千円/ha☓

経 費 率 （ 1.8 ） ＝

272,376 千円 

単価：1,362 円/㎡ 

評価 ケース 1 が望ましい。 

モミガラのみ数量が 1ha あたり 80ｍ3 であり、1ha にならすと盛土厚さが 8mm 程度であ

り、盛土材の下に敷き均せば影響は少ないと想定される。ただし、実施にあたっては、地質

調査（解析）を実施し、適正な対策を行う必要がある。 

    ※安定処理：セメント系固化材 軟弱土用 

 

モミガラ

交じり土 

砕石 管 埋戻し材 

砕石 

モミガラ

交じり土 

管 

④埋戻し材 

モミガラ

交じり土 

砕石 管 

①床掘 

②排水管撤去 
砕石 管 

⑦排水管処分 

⑧砕石運搬 

⑨砕石処分 
③曝気乾燥 

埋戻し材 

⑥撹拌混合 W=2ｍ 

⑥安定処理 W=2ｍ 

⑥締め固め W=0.2ｍ 

⑥締め固め W=0.2ｍ 

⑤埋戻し 

⑤埋戻し 

⑥敷き均し 

【ケース 1】 

【ケース 2，3】 

④埋戻し材 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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【ケース 1】   

埋め戻し土：購入土 0.2☓0.8☓100☓（100÷10）☓1.33＝212.8 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

直接工事費 一式 1,519千円 
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【ケース 2】  

埋め戻し土：購入土 0.2☓0.2☓100☓（100÷10）☓1.33＝53.2 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

直接工事費 一式 2,568千円 



16 

 

【ケース 3】 

  

埋め戻し土：購入土 0.2☓0.2☓100☓（100÷10）☓1.33＝53.2 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 

直接工事費 一式 7,566千円 
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３.宅地整地について 

 （1）条件整理  

   ・主要地方道結城野田線（整備済）は、国土地理院の基盤地図情報の数値標高モデルの標高高から現

況道路高の変化点を確認し、最低の道路勾配（0.3%以上）が確保できる高さを設定する。 

  ・主要地方道結城野田線以外の地区外周高（現況高）は、国土地理院の基盤地図情報の数値標高モ

デルにより設定する。 

・宅盤はレベルとし、計画高を地区外周で最も高い地点と同程度の高さ設定とする。 

   ・調整池の計画高は、本地区内に既往調査のボーリング柱状図をもとに現況高マイナス 1ｍ程度と設定する。 

 

（2）造成計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コントロールポイント 

道路高 

17.18～18.15 

※最大 1.02ｍ 

 の高低差 

外周現況高 

16.60～17.62 

※最大 1.6ｍ 

の高低差 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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外周現況高 

16.33～17.26 

※最大 1.57ｍ 

 の高低差 

 

 

道路高 

16.51～17.86 

※最大 1.39ｍ 

 の高低差 

コントロールポイント 

外周現況高 

15.75～17.75 

※最大 2.15ｍ 

 の高低差 

 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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【調整池の計画高の設定】 

調整池の計画高は、本計画地内の既往のボーリング調査結果（P20）により、地下水位を調整池の底

高と想定し、現況高より 1.0ｍ程度掘り込む計画とする。 

■東山田・谷貝地区 区域 A 東側エリア 調整池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東山田・谷貝地区 区域Ｂ 西側エリア 調整池 

  

調整池の計画高の設定 

・調整池の現況高の最低値より

も約1.0ｍ掘り込んだ高さを計

画高と設定する。 

 

GL=16.29≒16.3-1.0＝15.3

調整池の計画高：15.3ｍ 

調整池の計画高の設定 

・調整池の現況高の最低値より

も約1.0ｍ掘り込んだ高さを計

画高と設定する。 

 

GL=15.58≒15.6-1.0＝14.6

調整池の計画高：14.6ｍ 数値：現況高 

数値：現況高 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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【参考資料】 調整池の計画高の設定根拠 

   調整池の計画高は、本計画地内及び周辺部の既往のボーリング調査結果を踏まえ

設定する。  

地下水位 

GL-0.98ｍ 

地下水位 

GL-1.00ｍ 

【位置図】 

B-1 

B-2 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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（3）土量算定 

 ・メッシュ法（20ｍメッシュ）による土量の算定行う。 

 ・土量計算は、4 点柱状法により算定する。 

 ・土質は、普通土と想定し、ほぐした土量（運搬土量）を地山☓1.2、締固めた土量（盛土量）を地山☓0.9

と設定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L=1.2 C=0.9 

0.9 

■土量算定結果 

盛土量：288,212m3 

切土量：26,096m3 

購入土量（不足土）：288,212 m3 ―（26,096 m3☓0.9）＝264,725 m3 

運搬土量：264,725 m3☓1.2＝317,670 m3 

  ■エリア別土量 

 盛土量 
（A） 

切土量 
（B） 

(A)+(Ｂ) 
購入土量 

(C)=(A)-(B☓0.9) 
運搬土量 

(D)=(C)☓1.2 

区域 A 東 110,688 10,832 121,520 100,939 121,127 

区域Ｂ 西 177,524 15,264 192,788 163,786 196,543 

合計 288,212 26,096 314,308 264,725 317,670 
 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■現況高（1/2）  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■現況高（2/2）  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■計画高（1/2）  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■計画高（2/2）  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■切盛土量（1/2）  

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 
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■切盛土量（2/2） 

※この参考資料に記載されている内容はあくまでも参考です。実際の開発事業費

は、それぞれの企業等において計画する内容に合わせ適切に積算してください。 


